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表紙の写真

左：行方市沖洲におけるヒマワリの栽培試験
右：バイオディーゼル燃料で試験走行する土浦市のまちづくり

活性化バス「キララちゃん」

裏表紙の写真
日立市の実証実験で精製されたバイオディーゼル燃料など



バイオディーゼル燃料は、主に食用油（廃食用油）から精製される軽油に近い性

状を持つ燃料です。

バイオディーゼル燃料の精製そのものは、中学校の理科の実験室でもできる簡単

なものであることから、個人でバイオディーゼル燃料を精製して農耕用トラクター

の燃料として利用しているケースもあります。

一方、京都市のように年間約1,600キロリットルの廃食用油を回収し、それを日量

５キロリットルの精製能力を持つ日本最大級の施設でバイオディーゼル燃料に精製

し、市バス約100台、ゴミ収集車約220台の燃料として使用しているケースもあるな

ど、バイオディーゼル燃料の利活用の方法は千差万別です。

どの様な方法にせよ、バイオディーゼル燃料に係る取組は、地球温暖化の防止、

、 、未利用資源の利活用 あるいは遊休農地の拡大防止といった多くのメリットがあり

また、地域の住民が分かりやすく、関わりやすいことから、全国的に手がける市町

村等が増えてきており、県内でも、日立市や東海村、土浦市、つくば市等において

様々な主体による実証的な取組が始まっています。

県では、バイオディーゼル燃料に係る取組を促進するため、本年６月に庁内関係

各課に市町村を交えた「茨城県バイオディーゼル燃料普及促進研究会」を設置し、

事業者、外部有識者等の意見も聴きながら普及促進方策を検討しました。

本マニュアルは、研究会における有識者の意見や県内の取組事例等を踏まえ、バ

イオディーゼル燃料に関する最新の情報を取りまとめ、市町村はもとより、県民や

事業者、団体など、多くの方々に広く周知することによりバイオディーゼル燃料の

普及促進を図ることを目的として作成したものです。

平成１９年１２月

茨城県バイオディーゼル燃料普及促進研究会

（事務局：生活環境部環境政策課、企画部企画課）
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Ⅰ バイオディーゼル燃料は「環境にも人にもやさしい燃料」です

バイオディーゼル燃料は、バイオ燃料 のひとつで、ナタネ油、ヒマワリ油、脚注参照）

廃食用油などの植物性油脂を原料とする軽油代替燃料を指します。

バイオディーゼル燃料の原料となる

植物性油脂はもともと植物ですから、

生育時に二酸化炭素を吸収しますの

で、バイオディーゼル燃料を利用（燃

） 、焼 する際に二酸化炭素を排出しても

二酸化炭素排出量はプラスマイナスゼ

ロと考えることができます。

これを「カーボンニュートラル」と

言い、これにより、バイオディーゼル

燃料の利活用は地球温暖化の防止に有

効な手段とされています。

バイオディーゼル燃料の有効性は地球温暖化の防止に留まりません。

廃食用油を回収して精製すれば資源の有効活用が図れますし、水質汚濁の未然防

止にも繋がります。

、 、また 食用油の原料となる菜の花やヒマワリ等の油糧作物を遊休農地等で栽培し

それらから搾った油を食用として利用した後で回収しバイオディーゼル燃料に精製

して利用すれば、農業を起点とする地域内資源循環が完成します。菜の花畑やヒマ

ワリ畑は観光資源や環境学習の素材としても利用することができるでしょう。

さらに、バイオディーゼル燃料は、軽油に比べて排出ガスもクリーンであり、

・酸性雨の原因となる硫黄酸化物が非常に少なくなる。

・人体に有害な物質を含む黒煙が軽油の１／６～１／３に軽減される。

・喘息の原因となる粒子状物質の排出が軽油と比べて抑制される。

等の特徴が上げられることから 「環境にも人にもやさしい燃料」と言えます。、

「バイオ燃料」の厳密な定義はありませんが、一般的には“生物資源であるバイオマスを加工処理して

得られる再生可能燃料”を指します。

バイオ燃料の主なものとしては、本マニュアルで取り上げる軽油代替の「バイオディーゼル」の他に、

さとうきび、とうもろこしなどの農作物や木材・古紙などのセルロース系バイオマスといった植物由来の

多糖から作られる液体アルコールで、ガソリン代替の「バイオエタノール」があります。

バイオエタノールの利用形態としては、ガソリンに直接エタノールを混合する方式やイソブチレンとの

合成によりガソリン添加剤のＥＴＢＥ（ ）を生産し、利用する方式があり、Ethyl Tertiary Butyl Ether
現在、国内ではバイオエタノールの生産・利用に係る実証試験がおこなわれています。
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Ⅱ レッツ トライ バイオディーゼル燃料

バイオディーゼル燃料を利用する一連の流れは、単純明快で非常に分かりやすい

ものです。

廃食用油を回収 → バイオディーゼル燃料に精製 → 軽油の代わりに燃料として使用

（山形県東根市外ニ市一町共立衛生処理組合のホームページより）

（廃食用油の回収）

バイオディーゼル燃料の原料は廃食用油です。

もちろんナタネ油やヒマワリ油等を原料とすることもでき、品質の良い燃料の精

製が可能ですが、事業として成立させるためには広大な土地で栽培する必要があり

ます。

さて、いったいどこから廃食用油を回収すれば良いのでしょうか？ 最初にぶつ

かる課題ですが、家庭や飲食店、スーパーマーケットや公共施設等々、廃食用油が

手に入りそうな場所は身近に結構ありそうです。

原料が手に入らないとバイオディーゼル燃料の精製は不可能です。

地域のネットワークを駆使して廃食用油を確保して下さい。

、 「 」 、ところで ラードなどの動物油や自動車オイルなどの鉱物油といった 廃油 は

一般的にはバイオディーゼル燃料の原料になりません。自動車整備工場が協力して

くれるといっても丁重にお断りして下さい。
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（バイオディーゼル燃料の精製）

原料となる廃食用油を確保しました。

それではバイオディーゼル燃料を作ってみましょう。バイオディーゼル燃料は装

置を導入して精製すれば良いので簡単です。

精製の方法は何種類かありますが 「アルカリ触媒法」と呼ばれる方法で精製して、

いるケースがほとんどで、市販されている精製装置も一部の例外を除きこの方法を

採用しています。

アルカリ触媒法でバイオディーゼル燃料を精製する場合には、反応工程で廃液と

グリセリンが発生します。これらをそのまま川や湖に流すことは絶対にやめて下さ

い。排水処理施設にて処理して流すか、廃棄物として事業者に委託して処理して下

さい。

「自ら装置を導入して精製するのは資金的に無理」という場合には、回収した廃

食用油を信頼できる事業者に委託してバイオディーゼル燃料に精製したり、又は、

事業者から品質に問題のないバイオディーゼル燃料を購入するといったことを検討

してはいかがでしょうか。

バイオディーゼル燃料に取り組む方法は千差万別です。いろいろ検討してみて最

も適切な方法でトライしてみて下さい。

（軽油の代わりに燃料として使用）

バイオディーゼル燃料ができました。ディーゼル車輌に入れて走らせてみましょ

う。

と、その前に、タンクに軽油が残っていないことを確かめましょう。タンクに残

った軽油とバイオディーゼル燃料が混ざると軽油引取税の課税対象になります。

脱税は「知らなかった」では済みません。バイオディーゼル燃料はバイオディー

ゼル100％で使って下さい。

バイオディーゼル100％（ Ｂ100」とも言います ）で走行すると、排気口からは「 。

黒い煙がほとんど出ません。燃費も軽油と差がないようです。

軽油なら１リットルで二酸化炭素を2.64キログラム出すところ、バイオディーゼ

ル燃料ならゼロです。

ハンドルを握りながら、排気ガスの香りを嗅ぎながら、地球温暖化の防止、資源

の有効活用が実感できると思います。

なお、精製したバイオディーゼル燃料は「生もの」です。できるだけ早く使って

下さい。

以上、バイオディーゼル燃料を利用する一連の流れを簡単に紹介してみました。

流れは明快、効果は明確です。
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Ⅲ 廃食用油の回収

廃食用油は、一般の家庭から排出されるものと、飲食店やスーパーなどから排出

される廃食用油があります。

廃食用油の発生量は、様々な推計がされていますが、平成16年度の植物油脂需要

量から揚げ物利用率や排出率等を用いて試算した結果では、年間で概ね34万トンか

ら42万トンと推定されています。

別の推計では、約40万トンから50万トンの廃食用油が発生し、そのうち、食品工

場（約７万トン）と飲食店（約18万トン）分については約20万トンが回収されてい

るものの、家庭からの20万トンから30万トン分については回収されずに廃棄処分や

そのまま流されているとされています。

また、事業所の廃食用油については、約８割が産業廃棄物処理業者に委託処理さ

れ、石けんやタイヤ添加剤、家畜のエサとなる配合飼料に添加される飼料用油脂と

して再利用されています。

いずれにしても、廃食用油の回収については、まだ確立した数量の把握、回収方

法や回収ルートがないのが現状です。

特に家庭での廃食用油については、県内では霞ヶ浦流域の一部の市町村が昭和50

年代から霞ヶ浦の水質浄化を目的として回収し、石けんを作るなどしていますが、

多くの地域では回収が進んでいないのが現状です。

霞ヶ浦流域市町村における廃食用油の回収状況（平成18年度）

市町村 協 力 団 体 拠点数 回収量(㍑/年) 実施世帯数

土浦市 婦人会、子供育成会 12 1,770 6,100

石岡市 家庭排水浄化推進協議会 4 2,570 28,046

龍ケ崎市 家庭排水浄化推進協議会 全域 840 29,000

牛久市 家庭排水浄化推進協議会 25 2,352 6,282

潮来市 家庭排水浄化推進協議会 全域 310 10,447

かすみがうら市 家庭排水浄化推進協議会他 7 500 4,610

美浦村 区長会 全域 1,932 5,652

利根町 自治会 19 520 1,699

計 ８市町村 10,794 91,836

（霞ヶ浦問題協議会資料より）
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（廃食用油なら何でもOKなのかな？）

バイオディーゼル燃料の原料となる廃食用油は使用済みの植物油となりますが、

回収した廃食用油がどの程度使われたものであるかによって、精製されるバイオデ

ィーゼル燃料の性状に影響を与えます。

特に油脂の劣化の程度を示す「酸価」について

はバイオディーゼル燃料の性状に大きな影響を与

えることから 「酸価」だけでも廃食用油を回収、

した際に測定してはいかがでしょうか。

操作が容易な測定キットが数千円で手に入りま

すので、その様なものを利用すれば手軽に測定で

きます。

酸価測定用キットの例

酸価については、厚生労働省「弁当及びそうざいの衛生規範 （環食第161号 昭和」

54年）の中で、揚げ処理中の油脂の酸価が2.5になった場合は、新しい油脂と交換す

ることとされています。

また、京都市では事業所から回収した廃食用油については全て酸価をチェックし

ており、受入基準の5.0を超えるものについては引き取らないことにしているとのこ

とです。

この様なことに気を遣わなくてもすむ最も簡単な方法は 「素性の明らかな廃食用、

油を回収する」ことです。

例えば、市町村の給食センターや保育園といった公共施設ならば、性状の安定し

た廃食用油を継続して回収することが可能ですし、食品工場や大規模な飲食店、企

業の食堂、スーパーマーケット等も廃食用油の有望な排出元と考えられます。

家庭から回収された廃食用油 スーパーマーケットでの揚げ物調理

（東海村リサイクルプラザとうかい） （株式会社カスミ）
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（誰でも廃食用油を回収・運搬できるのかな？）

廃食用油には有価物と非有価物があります。

非有価物の廃食用油は廃棄物ですので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃

棄物処理法）の適用を受けます。

廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類しています。

廃棄物である廃食用油のうち、家庭から排出されるものは一般廃棄物に該当し、

事業所（給食センター等の公共施設も含む ）から排出されるものは産業廃棄物に該。

当します。

、 （ ）廃棄物である廃食用油の収集運搬を業として行うには 廃棄物処理業 収集運搬

の許可が必要となります。

① 家庭から排出される廃棄物（一般廃棄物）である廃食用油の場合

一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。したがって、市町村は、自らもし

くは委託して一般廃棄物の収集運搬を行っています。

市町村が自らもしくは委託して廃食用油を回収し、運搬する場合には、一般廃

棄物処理業（収集運搬）の許可は不要です。

市町村もしくは市町村が委託した者以外の者が、収集運搬を行う場合には、一

般廃棄物処理業（収集運搬）の許可が必要となります。

なお、住民が自ら排出した廃食用油を地域

の回収拠点又は処理施設（バイオディーゼル

） 、燃料精製施設 まで持ち込む行為については

一般廃棄物処理業（収集運搬）の許可を得る

必要はありませんが、回収拠点に集まった廃

食用油をまとめて処理施設に持ち込む行為に

ついては、市町村もしくは市町村が委託した

者又は一般廃棄物処理業（収集運搬）の許可

回収容器( ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)を得た者が行う必要があります。 廃食用油で車を走らせる

② 事業所から排出される廃棄物（産業廃棄物）である廃食用油の場合

産業廃棄物の処理責任は排出者である事業者にあります。

事業者は、自らもしくは産業廃棄物処理業（収集運搬）の許可を受けた者に委

託して収集運搬を行う必要があります。

廃棄物処理法の運用は複雑で、特に有価・非有価の取扱い等、総合的な判断が必

要となるケースが少なくありません。

廃食用油の回収を行う場合には，必ず最寄の市町村廃棄物処理担当課，又は県の

地方総合事務所環境保全課に相談して下さい。
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（廃食用油はどこでも保管できるのかな？）

、 、 （ ）廃食用油は 引火点が250℃未満であれば 消防法上の危険物 第４類動植物油類

に該当します。天ぷら油の引火点は約280℃ですので、廃食用油の引火点もその前後

と考えれば、危険物に該当するものとして取り扱った方が安全です。

ちなみに、廃食用油から精製したバイオディーゼル燃料の引火点は130℃から180

℃、軽油の引火点は45℃以上となっています。

廃食用油を10,000リットル以上貯蔵・保管する場合には、消防法の対象施設とし

て貯蔵所、取扱所等の設置許可を受けなければなりません。

2,000リットル以上10,000リットル未満貯蔵・保管する場合には、少量危険物とし

て管轄する消防署へ届け出るとともに、許可に準じた施設を整備する必要がありま

す。

廃食用油の貯蔵・保管量が2,000リットル未満の場合にも市町村の火災予防条例に

基づく技術上の基準が適用されますので、管轄する消防署に相談して下さい。

廃食用油（第４類動植物油類）の消防法上の取扱い

廃食用油の貯蔵・保管量 消防法、市町村火災予防条例の規制内容

10,000㍑以上 危険物として貯蔵所、取扱所の設置許可が必要

2,000㍑以上10,000㍑未満 少量危険物貯蔵・取扱所としての届出が必要

2,000㍑未満 市町村条例による技術上の基準が適用される

消防本部一覧
消防本部名 所 在 地 電話番号

水戸市 水戸市緑町2-1-2 029-221-0111
日立市 日立市弁天町1-17-13 0294-24-0119
土浦市 土浦市文京町1-46 029-821-0119
石岡市 石岡市石岡1丁目2番地18 0299-23-0119
常陸太田市 常陸太田市山下町1693 0294-73-0119
北茨城市 北茨城市中郷町下桜井977-1 0293-42-0161
笠間市 笠間市箱田2564 0296-73-0119
取手市 取手市井野1264-1 0297-74-0119
つくば市 つくば市春日1-9 029-851-0119
ひたちなか市 ひたちなか市笹野町2-8-1 029-273-0211
常陸大宮市 常陸大宮市姥賀町621 0295-54-0119
那珂市 那珂市菅谷651-3 029-295-2111
かすみがうら市 かすみがうら市上土田501 0299-59-5111
小美玉市 小美玉市小川43-2 0299-58-4541
茨城町 東茨城郡茨城町奥谷1923-4 029-292-1515
大洗町 東茨城郡大洗町磯浜6881-91 029-266-1119
東海村 那珂郡東海村村松2124-11 029-282-2038
大子町 久慈郡大子町池田2626 0295-72-0589
阿見町 稲敷郡阿見町若栗3337 029-887-0119
高萩市・日立市事務組合消防本部 高萩市東本町3-11 0293-22-0119
鹿島南部地区消防事務組合消防本部 神栖市溝口4991-5 0299-96-0119
茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 古河市中田1683-9 0280-47-0124
筑西広域市町村圏事務組合消防本部 筑西市直井1076 0296-20-0119
常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 常総市水海道山田町808 0297-23-0119
鹿行広域事務組合消防本部 鉾田市安房1418-15 0291-34-2119
稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部 龍ケ崎市3571-1 0297-64-3743
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Ⅳ バイオディーゼル燃料の精製

食用油（廃食用油）は、粘度が高いことからエンジン内部に噴出させることが難

しく、また、発火点が高いなどの特性があることから、そのまま自動車の燃料とし

て使用するには問題があります。

したがって、廃食用油を自動車の燃料として使用する場合には、廃食用油に含ま

れる油脂をアルカリ（通常水酸化カリウムを用いる ）を触媒としてメタノールと反。

、 （ ）応させ 軽油に近い性状の脂肪酸メチルエステル いわゆるバイオディーゼル燃料

に精製する必要があります。

この方法は 「アルカリ触媒法」と呼ばれますが、精製工程がそれほど複雑ではな、

いことから、基礎的な化学の知識と必要な薬品・器材があれば、誰にでもバイオデ

ィーゼル燃料を精製することが可能です。

（滋賀県ホームページより）

（日立市資料）
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ある程度の量の廃食用油から継続してバイオディーゼル燃料の精製を行う場合に

は、いくつかのメーカーが「アルカリ触媒法」による精製装置を開発していますの

で、その中から廃食用油の回収量に応じた精製能力を持つ装置を導入して精製する

か、あるいは、バイオディーゼル燃料の精製を請け負っている事業者に精製を委託

するか、相応しい方法を検討することになります。

市販されている主なバイオディーゼル燃料精製装置の例（精製能力100㍑／バッチ）

ﾒｰｶｰ名 ㈱ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ三重 ㈱セベック ダイキアクシス㈱

所在地 三重県伊勢市 東京都千代田区 愛媛県松山市

精製方法 ｱﾙｶﾘ触媒法（半自動） ｱﾙｶﾘ触媒法（半自動） ｱﾙｶﾘ触媒法（全自動）

精製時間 約６～７時間 約６時間 約７時間

本体寸法 750×750×1,470mm 750×750×1,460mm 1,600×1,100×1,750mm

(LWH)× ×

本体重量 約160kg 約140kg 約400kg

装置価格 3,500千円程度 3,500千円程度 7,000千円程度

問合せ先 ㈱鈴木商館03(5970)5582 ㈱ｾﾍﾞｯｸ03(3515)2151 ㈱山産03(3237)7011

※装置価格には、工事費、諸経費、消費税等は含みません。

※装置価格は、設置条件等により変動することがあります。

㈱ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ の精製装置 ㈱ｾﾍﾞｯｸの精製装置 ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ㈱の精製装置三重

（各社ホームページ等より）

（工程廃液やグリセリンはどうすればいいのかな？）

バイオディーゼル燃料の精製に当たっては、工程廃液と反応生成物として発生す

るグリセリンを適正に処理する必要があります。

、 。また 廃食用油等が外部に流出しないよう油水分離槽等を設ける必要もあります

工程廃液は強いアルカリ性ですし、グリセリンは有機物の塊ですので無処理で放

流することはできません。

アルカリ触媒法により廃食用油100リットルをバイオディーゼル燃料に精製する場

合、工程廃液が約80リットル、グリセリンが約20リットルと、廃食用油とほぼ同量


